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専決第３号 

 

 令和７年度関市中小企業従業員退職金共済事業特別会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

  令和８年１月２９日 

 

                                        関市長 山 下 清 司     

 

 

令和７年度関市中小企業従業員退職金共済事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和７年度関市の中小企業従業員退職金共済事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １１，２５５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ 

ぞれ ８０，４５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入 

歳出予算補正」による。 

 



【第１表】    - 2 -

(歳　入) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

1 退 職 金 共 済 事 業 収 入 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

3 繰 入 金 ５５，４５０ １１，２５５ ６６，７０５

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補　　正　　額 計

1 退 職 金 共 済 事 業 費 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

1 退 職 金 共 済 事 業 費 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正



１　総括

(歳　入) (単位：千円)

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 退 職 金 共 済 事 業 収 入 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５

歳       入       合       計歳 入 合 計 ６９，２００ １１，２５５ ８０，４５５
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
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(歳　出) (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

事 業 収 入 財 産 収 入 繰 入 金 繰 越 金 そ の 他

1 退 職 金 共 済 事 業 費 69,200 11,255 80,455   11,255   

歳 出 合 計 69,200 11,255 80,455   11,255   



２　歳入

(款) 1 退職金共済事業収入

(項) 3 繰入金 (単位：千円)

節

補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

 2 基金繰入金 54,474 11,255 65,729  1 中小企業従業員退職金 11,255

共済基金繰入金

計 55,450 11,255 66,705
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目
区     分 金   額
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３　歳出
(款) 1 退職金共済事業費

(項) 1 退職金共済事業費 (単位：千円)

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　明

 2 事業費 68,224 11,255 79,479 11,255 18 負担金補助 11,255 一般補助金                            

及び交付金  退職金                               

計 69,200 11,255 80,455 11,255

金   額事 業 収 入 財 産 収 入 繰 入 金 繰 越 金 そ の 他 区   分


